
日野町宅配ボックス設置事業補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第 1 条 この要綱は、日野町補助金等交付規則（昭和４５年日野町規則第２０号。以

下「規則」という。）の規定に基づき、日野町宅配ボックス設置事業補助金(以下「本

補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。 

 

(交付目的) 

第 2 条 本補助金は、住宅における宅配ボックス設置を推進することで、再配達によっ

て発生する温室効果ガスを削減し、併せて運送事業者の負担軽減にも寄与するこ

とを目的として交付する。 

 

(補助対象物の要件) 

第 3 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

（１） 住宅 町内にある自己の居住の用に供する住宅（その一部を店舗、事務所等の

用に供する住宅を含む。）であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

ア 一戸建ての住宅 

イ 共同住宅（自己の居住の用に供する部分に限る。） 

（２） 宅配ボックス 配達された物品（荷受人が不在その他の事由により受け取ること

ができないものに限る。）の一時保管のための荷受箱であって、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。ただし、住宅を建設する際に設置し、住宅と一体化してい

るものは補助対象外とする。 

ア 縦、横及び高さの３辺の長さの合計が１００センチメートルの物品を収納すること

が可能なもの 

イ 耐久性を備え、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具で固定され

たもの 

ウ 購入日時点で新品であるもの（フリマアプリ等で購入したもの、個人間で売買し

たものは補助対象外とする） 

エ 宅配ボックス等の名称が明記されている商品であって、単に屋外で物品を保管

する箱でないもの 

 

(補助対象者) 

第 4 条 本補助金の対象者は、町内に住所を有し住民登録をしている者であって、こ

の要綱による交付決定を受けていない世帯とする。 

 



(補助金の交付) 

第 5 条 前 3 条に規定する要件を満たす宅配ボックスにおいて、商品の本体、宅配ボ

ックスの設置・固定に要する費用及び消費税を含む金額であって送料を除いた金

額の上限を２万円とする額を補助対象額とし、補助対象額の 2 分の 1 において本補

助金を交付する。ただし、本補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合には、こ

れを切り捨てるものとする。 

 

(交付申請の時期等) 

第 6 条 本補助金の交付申請は、日野町宅配ボックス設置事業補助金交付申請書兼

実績報告書(様式第 1 号)において、町長が別に定める交付申請受付開始日から本

事業実施年度の 2 月末(以下、「交付申請締切日」という。)までに行わなければなら

ない。 

2 前項の規定において提出する補助対象物の領収証の写しは、交付申請受付開始

日以降に発行するものであって、交付申請締切日までに発行されたものとする。 

 

(交付決定の時期等) 

第 7 条 本補助金の交付決定は、原則として、前条の申請を受けた日から 20 日以内

に行うものとする。 

2 補助金の交付決定は、日野町宅配ボックス設置事業補助金交付決定及び交付額

確定通知書（様式第 2 号）により通知するものとする。 

 

(交付決定をしない場合) 

第 8 条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしな

い。 

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77

号。以下「暴力団対策法」という。)第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。) 

(2) 暴力団員等(暴力団対策法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同

じ。) 

(3) 暴力団若しくは暴力団員等の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは

暴力団員等と密接な関係を有するもの 

(4) 町税等の滞納者 

 

(実績報告の時期等) 

第 9 条 規則第 18 条の規定による報告は、交付申請にあわせて様式第 1 号により行

うものとする。 



 

(交付決定の取り消し等) 

第 10 条 町長は、第 7 条第 1 項の規定による補助金の交付の決定の後、次の各号の

いずれかに該当すると認められる場合には当該決定の全部又は一部を取り消すこ

とができる。 

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

(2) 暴力団に該当するに至ったとき 

(3) その他補助金の交付決定の内容、その他法令又はこの要綱に基づく処分若し

くは指示に違反したとき 

2 前項の規定は、補助金の額を確定し、又は支払いを行った後においても適用され

るものとする。 

 

(補助金の返還) 

第 11 条 町長は前条第 1 項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、

既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ず

ることができる。 

 

(雑則) 

第 12 条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、令和６年９月２０日から適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第１号(第６条、第９条関係) 

年  月  日 
日野町⻑   様 

（申請者） 

住所 

氏名 

電話番号（   ） 

 
     日野町宅配ボックス設置事業補助金交付申請書兼実績報告書 
 

このたび、宅配ボックスを購入及び設置したので日野町補助金等交付規則（昭和４５年
規則第２０号）第５条の規定により関係書類を添えて申請し誓約するとともに、同規則第
１８条の規定により下記のとおり報告します。 

 

記 

１補助対象物の情報 
（商品名又は型番） 

 

２補助対象額 円（上限２万円） 

３補助金交付申請額 円（上限 1 万円） 

４補助対象購入・設置日 
購入日      年  月  日 
設置日      年  月  日 

５補助金の振込先 金融機関名 銀行  信用金庫 
農業協同組合 

本支店名等 本店（所） 支店 
出張所   支所 

預金種別    普通預金 ・ 当座預金 

口座番号        

（フリガナ） 

口座名義 

 



６添付書類 □ 補助対象物の領収証写し 
□ 設置後の補助対象物がわかる写真など 

７暴力団の排除に関す
る誓約 

私は、日野町宅配ボックス設置事業補助金交付要綱第 8 条に規定す
る、暴力団並びに暴力団員等及び暴力団若しくは暴力団員等の利益
につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関
係を有するものでないことを誓います。 

 
 
             氏名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



様式第２号（第７条関係） 
年  月  日 

 
（申請者） 様 
 

日野町⻑  
（公印省略） 

 
日野町宅配ボックス設置事業補助金交付決定及び交付額確定通知書 

 
年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった日野町宅配ボ

ックス設置事業補助金（以下「本補助金」という。）については、日野町補助金等交付規則
（昭和４５年規則第２０号。以下「規則」という。）第６条第１項及び第１９条第１項の規
定に基づき、下記のとおり交付することを決定し、併せて交付額を確定したので、規則第８
条第 1 項及び第１９条第１項の規定により通知します。 

 
記 

 
１ 補助事業 

本補助金の補助事業の内容は、申請書記載のとおりとする。 
 

２ 交付決定額 
本補助金の交付決定額は、次のとおりとする。 

 
交付決定額         円  

 
３ 補助規定の遵守 

本補助金の収受及び使用については、規則及び日野町宅配ボックス設置事業補助金
交付要綱の規定に従わなければならない。 


